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注意事項

1. 本講義は、「各サービス個別」編です。「全サービス共通」編も必ずご確認下さい。

2. 集団指導は、介護保険法の規定に基づき行われる「行政指導」です。

受講確認を行いますので、受講後は、忘れずに本市ホームページ「令和６年度広島

市介護サービス事業者集団指導」から「受講完了報告書」をご提出下さい。（令和

７年３月２８日〆切）

なお、動画での受講が困難な方は、研修資料を確認の上、郵送又はＦＡＸにて、

「受講完了報告書」をご提出下さい。（令和７年３月２８日必着）



次第

1. 令和６年度の運営指導における指摘事項等について

2. 介護報酬の算定に係るQ&Aについて（広島市版）

令和６年度の運営指導における指摘事項等について



(1).サービス種別

共通

(2).項目

衛生管理等

(3).指摘内容

感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会が
設置されていなかった。感染症の予防及びまん延の防止のための必
要な措置を講じること。

運営基準

(1).サービス種別

共通

(2).項目

感染症の予防及びまん延の防止のための措置（※衛生管理等）

(3).指摘内容

感染症の予防及びまん延の防止のための指針が整備されていな
かった。感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するこ
と。

運営基準



(1).サービス種別

共通

(2).項目

虐待の防止

(3).指摘内容

虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況が分かる議
事録等が保存されていなかった。虐待の防止のための対策を検討す
る委員会を開催した際には、議事録等を作成し、その結果について、
従業員等に周知徹底すること。

運営基準

必要な措置
基準

策定等 委員会の開催 研修実施 訓練実施

業務継続計画
（BCP）の策定等

感染症に係るBCP
災害に係るBCP － 年１回以上 年１回以上

衛生管理等
感染症の予防及びまん延の

防止のための指針
概ね６月に
１回以上

年１回以上 年１回以上

虐待の防止 虐待の防止のための指針 年１回以上 年１回以上 －



※令和７年３月３１日までは経過措置期間



(1).サービス種別

共通

(2).項目

サービスの提供の記録

(3).指摘内容

サービス提供の記録の作成漏れや記入誤りのある事例が認められ
た。記録は介護給付費の請求の根拠となるため、作成漏れや記入誤
りがないよう正しく作成すること。

運営基準

(1).サービス種別

共通

(2).項目

勤務体制の確保等

(3).指摘内容

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし
た言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従
業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の
必要な措置を講じていなかった。必要な措置を講じること。

運営基準



(1).サービス種別

共通

(2).項目

勤務体制の確保等

(3).指摘内容

入所者に対する処遇に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係
の資格を有さない者について、採用後１年以内に認知症介護基礎研
修を受講しなければならないが、受講していない者が認められた。
当該研修を受講させるために必要な措置を講ずること。

運営基準

(1).サービス種別

共通

(2).項目

内容及び手続の説明及び同意

(3).指摘内容

重要事項説明書に、提供するサービスの第三者評価の実施状況
（※実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名
称、評価結果の開示状況等）について記載されていなかった。
サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその
家族に対し重要事項の説明を行う際には、提供するサービスの第
三者評価の実施状況についても説明を行い、利用申込者の同意を
得ること。

運営基準



(1).サービス種別

共通（地域密着型サービス）

(2).項目

地域との連携等

(3).指摘内容

運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評
価を受けていない事例が認められた。利用者、利用者の家族、地
域住民の代表者、知見を有する者等により構成される「運営推進
会議」を設置し、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推
進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要
望、助言等を聴く機会を設けること。

運営基準

(1).サービス種別

通所介護

(2).項目

通所介護計画の作成

(3).指摘内容

通所介護計画書の作成に際し、利用者又は家族の同意が確認で
きない事例が認められた。通所介護計画は、その内容について利
用者又はその家族に説明を行い、利用者からその同意を得ること。

運営基準



(1).サービス種別

共通

(2).項目

基本報酬

(3).指摘内容

記録上のサービス提供内容と、実際に請求した基本報酬の区分に相
違がある事例が認められた。基本報酬は、適正に算定を行うこと。

報酬基準

(1).サービス種別

共通

(2).項目

高齢者虐待防止措置未実施減算

(3).指摘内容

事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催、虐待
の防止のための指針の整備、高齢者虐待防止措置を適正に実施するため
の担当者の設置について、必要な措置を講じていない事例が認められた。速
やかに改善計画を提出し、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改
善状況を報告すること。
また、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、利用者

全員について所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から
減算すること。

報酬基準



(1).サービス種別

（地域密着型）通所介護

(2).項目

個別機能訓練加算

(3).指摘内容

機能訓練指導員が直接機能訓練を実施していない曜日に当該加算
を算定している事例が認められた。当該加算は、機能訓練指導員から
直接機能訓練の提供を受けた利用者のみを算定対象とすること。

報酬基準



(1).サービス種別

（地域密着型及び認知症対応型）通所介護

(2).項目

入浴介助加算

(3).指摘内容

入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行っ
ているが、研修を実施した記録が作成されていなかった。研修実
施後は、研修記録を作成すること。

報酬基準



介護保険法

(1).サービス種別

全サービス

(2).項目

人格尊重義務違反

(3).指摘内容

事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又は
この法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務
を遂行しなければならないにも関わらず、高齢者虐待を行ってい
た事案が見受けられた。再発防止策を講じること。



介護報酬の算定に係るQ&Aについて
（広島市版）

(1).サービス種別

共通

(2).項目

管理者の兼務

(3).質問

管理者兼務の要件に、「管理上支障がない場合」とあるが、事業
所数の定めはあるか。

(4).回答

兼務にあたって事業所数の制限はありませんが、各事業所ごとに
管理業務に支障が出ないように兼務してください。



※管理業務に支障がある場合の例（解釈通知より）

・管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合

・併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員
と兼務する場合（施設における勤務時間が極めて限られている場合を除く）

・事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに事業所又は利用者への
サービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合

(1).サービス種別

看護小規模多機能型居宅介護

(2).項目

認知症加算

(3).質問

認知症加算（Ⅲ）の要件について、介護度の決まりはないのか。

認知症加算（Ⅳ）の介護度の要件について、要介護２である者しか算
定できないのか。

(4).回答

認知症加算（Ⅲ）を算定するにあたっては、介護度の決まりはありま
せん。

認知症加算（Ⅳ）の介護度の要件に関しては、要介護２の利用者のみ
算定可能です。



(1).サービス種別

通所介護、地域密着通所介護、認知症対応型通所介護

(2).項目

入浴介助加算

(3).質問

通所介護等における入浴介助加算算定要件の「入浴介助に関わる
職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと」とあるが、具体
的にどのような研修を受けたらよいのか。

(4).回答

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（令和６年
３月１５日）」問60を参照ください。

(1).サービス種別

通所介護（※地域密着通所介護、認知症対応型通所介護も同様）

(2).項目

入浴介助加算

(3).質問

当該加算の算定要件である、入浴介助に関する研修の記録は残す必要
があるか、また、研修の頻度は定められているか。

(4).回答

研修は算定要件の一つとなっているため、研修を受けた記録（研修資
料や報告書等の受講したことが確認できるもの）を残してください。

具体的な研修内容については、「令和６年度介護報酬改定に関するＱ
＆Ａ（Vol.1）（令和６年３月１５日）」問60を参照ください。



(1).サービス種別

介護予防通所リハビリテーション

(2).項目

送迎

(3).質問

介護予防通所リハビリテーションで送迎減算を算定する必要があ
るか。

(4).回答

送迎減算は、総合事業の通所型サービスでは新設されましたが、
介護予防通所リハビリテーションでは定められていないため、減算
は適用されません。



(1).サービス種別

通所リハビリテーション

(2).項目

リハビリテーション提供体制加算、退院時共同指導加算

(3).質問

リハビリテーション提供体制加算について、当該加算のために配置した理学療法
士等（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）が、退院時共同指導加算の算定要件
である退院前カンファレンスに参加する場合、当該カンファレンスの時間を含めて
加算を算定してよいか。それとも、カンファレンスに参加した時間を除いて計算す
る必要があるか。

(4).回答

リハビリテーション提供体制加算は、事業所内に常時、理学療法士等が配置され
ていることを評価する加算であることから、退院時共同指導加算における退院前カ
ンファレンスに参加する時間は除く必要があります。ただし、当該カンファレンス
は、通常、利用者の入院先の医療機関内で行われるものと考えられますが、仮に通
所リハビリテーション事業所内で行われた場合には、カンファレンスの参加時間も
リハビリテーション提供体制加算の配置時間に含めて差し支えありません。



●令和６年４月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービ
ス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

（令和６年３月１９日付け厚生労働省事務連絡）

（概要）

令和５年５月８日以降も継続が示されていた、新型コロナウイ
ルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱
いについては、通常の医療提供体制に移行し、各種公費支援等の対
応が終了することを踏まえ、令和６年３月３１日をもって廃止され
た。



●令和６年４月以降の新型コロナウ
イルス感染症に係る介護サービス
事業所の人員基準等の臨時的な取
扱いについて

（令和６年３月１９日付け厚生労働
省事務連絡）

別添

以上で「各サービス個別」編の講義は終了です。

「全サービス共通」編をご覧になってない方は、必ずご確認下さい。

「全サービス共通」編、「各サービス個別」編を受講後は、忘れずに本市ホームペー

ジ「令和６年度広島市介護サービス事業者集団指導」から「受講完了報告書」をご提

出下さい。（令和７年３月２８日〆切）

動画による受講が困難で資料により、「全サービス」編、「各サービス個別」編の確

認を行った方は、郵送又はＦＡＸにて、「受講完了報告書」をご提出下さい。（令和

７年３月２８日必着）


